
International Standard for
Testing 【IST】

検査に関する国際基準

ドラフト第一稿における主な変更点
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注意）
主な変更についての日本語での説明については、
ドラフト版をコメントする際の参考として活用ください。
WADAからドラフトとして発行されている2027IST（英語版）
が正しいものととなりますので、英語版と合わせてご確認ください。

また、今回提示する内容については、アスリートに関わる主要ポイントに限定していますが、
他にも変更点が多数ありますのでWADAからドラフトとして発行されている
2027IST（英語版）をご確認ください。



IST主な変更、追加されたポイント

◼ ISTIからISTへ 

◼ 検体分析（オリンピック/パラリンピック前の分析報告について）

◼ 居場所情報の提出に関する変更点

◼ 検体採取者（Sample Collection Personal）の身分証明について

◼ ドーピング検査対象者の身分証明について

◼ Athlete Biological Passportに関する独立した条項（11.0）がISTへ新規追加

◼ シャペロンの定義の明確化と事前トレーニングについて

◼ トランスジェンダーおよび性別に多様性のある競技者に対する変更（付属文書Lの追加）

NEW !

NEW !
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2027年版ISTドラフトへのコメントの視点

◼ 居場所情報の提出に関する変更点について

◼ 検体採取者（Sample Collection Personal)及び
検査対象となる競技者の身分証明について

◼ 2027年版ISTより新設された「Annex L:トランスジェンダー
および性別に多様性のある競技者に対する変更」

主に以下の点について、競技者及び関係者の視点でご確認ください
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ISTIからIST（International Standard for Testing)へ 

【2027年版ISTドラフト】
【現行】

International Standard
for Testing and Investigation 

Investigationは、IST内での説明ではなく、
独立した国際基準（ISII）として発効される

【改定ポイント】
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【2027年版ISTドラフト】

【現行】

オリンピック又はパラリンピックに出場（可能性のある）競技者
が出場する最初の競技会より20日以内に採取した検体の
分析については、至急分析等により優先度を高めるべきである

また当該競技者の検体の分析結果は出場する最初の競技
会の72時間前までには報告が完了されていること

検体分析（4.8） 

【改定ポイント】（現状の4.7.1と4.7.2の間に追加）
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【2027年版ISTドラフト】【現行】

RTPリストにおける競技者の居場所情報義務について、
当該競技者が行うべき義務が詳細に明示化され、
一部変更がされる。

各四半期の前月の15日に（12月15日、3月15日、6月15日、
9月15日）には、次の四半期の居場所情報を提出すること
前月の15日迄に提出がされなかった場合は、居場所情報提出
義務違反の対象となる

RTPリストにおける競技者の居場所情報義務（4.10.6） 

【改定ポイント】
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【2027年版ISTドラフト】【現行】

RTPリストにおける競技者が提出する情報（4.10.6.2） 

◼ 2027版IST4.10.6.2 a～dについては、別項にて詳細説明

◼ e、fについては、新たに追加されたポイント

➢ ADAMSへ競技者の写真（パスポートスタイル）を掲載

➢ 電話番号の提示（60分時間枠内終了5分前に競技者が
不在時に連絡するとADOが決めた場合に連絡がとれるもの）

4.8.8.2

【改定ポイント】
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【2027年版ISTドラフト】

RTPリストにおける競技者が提出（更新）する情報（4.10.8） 

◼ 競技者が「一泊して朝起きる場所」の居場所情報
提出は必須義務事項となる

◼ もし競技者が宿泊を伴う旅行となり、宿泊先の
住所を提示できない場合は、旅行の詳細情報を
記載して居場所情報を提出する

【現行】

4.8.8.2

【改定ポイント】

4.8.8.2より抜粋
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RTPリストにおける競技者が提出（更新）する情報（4.10.9） 

◼ レギュラーアクティビティの情報提供から 2027年版ISTでは
「トレーニング場所」に限定され、居場所情報提出は必須
義務事項となる

◼ トレーニング時間が限定できない場合は、一般的な時間帯として
午前(5時～12時)、午後(12時～18時)、夜(18時～23時)
居場所を提出する

◼ トレーニングを行わない日、期間は、居場所情報には、休息日、
旅行、怪我等の詳細を記載して提示する必要がある

【2027年版ISTドラフト】【現行】
4.8.8.2

【改定ポイント】

4.8.8.2より抜粋
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【2027年版ISTドラフト】

【現行】

RTPリストにおける競技者が提出（更新）する情報（4.10.10） 

◼ 競技会/競技大会の居場所情報提出は、
義務事項となる

◼ 現状の内容に、「移動情報の提示」が追加された
「競技会/競技大会における移動の情報も
含まれるものとする」

4.8.8.2

【改定ポイント】

4.8.8.2より抜粋
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【2027年版ISTドラフト】

Sample Collection Personalの身分証明の携帯（5.3.3） 

Sample Collection Personnel(検体採取要員)
は、2種類の身分証明書を携帯するものとする

◼ 検体採取機関から付与された身分証明書

◼ 公的な写真入りの身分証明 
government issued identify documents
(includes their name and photograph)

【改定ポイント】

【現行】
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【2027年版ISTドラフト】

ドーピング検査対象選手の身分証明の提示（5.3.4） 

検査管轄機関又は検体採取機関は、検査対象となった
競技者に対し、公的な写真入り身分証明を求めるものとする

公的な写真入り身分証明を携帯していない場合
競技会外検査（OOCT）

◼ RTP/TP競技者の場合は、ADAMSの選手の写真と
アスリート情報をDCOが確認する。

◼ (ADAMSでの確認ができない場合)公的な写真入り
身分証明書を提示した第三者が競技者を本人確認する
ことが求められる。

競技会検査（ICT）

◼ IFやMEOが発行している公式の写真入りアクレディテーション
◼ RTP/TP競技者の場合はADAMSの選手の写真と情報
◼ 第三者（公的な写真入り身分証明書）が競技者を本人確認

【現行】

【改定ポイント】
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【2027年版ISTドラフト】Athlete Biological Passport (11.0) 

追加内容は、WADAから現在提示されている
ガイドライン（Athlete Biological Passport 
Operating Guidelines）の上位概念として
今回、2027年版ISTに新しく追加された

2027年版ISTドラフトでは
Athlete Biological Passport（11.0）
が新しく追加された

【改定ポイント】

【新規】
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【2027年版ISTドラフト】

【現行】

検体採取要員における要件 シャペロンについて（ANNEX G)

◼ シャペロンの定義の明確化
ボランティアシャペロンは、大会のみ限定して対応

◼ シャペロンへの事前トレーニングの明確化
概念と実技、両方のトレーニングを行うこと

◼ ボランティアシャペロンの身分証明
検体採取機関より発行された臨時アクレディテーショ
公的な写真入り証明書

【改定ポイント】
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【2027年版ISTドラフト】

【現行】

18歳未満の者である競技者の親権者からの同意について（ANNEX B)

18歳未満の者である競技者について、
「親権者からの必要な同意の確認」について
2027年版では削除されている

【改定ポイント】
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【2027年版ISTドラフト】

【現行】

静脈血液検体の採取（ANNEX D D3.1） 

c）の追加

ABPの定量手法（e.g. hGH、内分泌パスポート、
血液ステロイドパスポート）を目的とした分析を行うSerum 
Blood（血清）検体採取においては、
検査対象となる競技者が運動をしている場合は、
60分待機後に採血を行う

【改定ポイント】

-16-



トランスジェンダーおよび性別に多様性のある競技者に対する変更(ANNEX L)

【2027年版ISTドラフト】

L.3  Responsibility 
L.4 Requirement が続く

2027年版ISTドラフトでは
ANNEX（付属文書)Lが新しく追加された

トランスジェンダー及び性別に多様性のある
競技者に対して、検体採取の場において、
特別なニーズを可能な限り確保することを
目的としている

【改定ポイント】

【新規】
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【2027年版ISTドラフト】

2027年版ISTドラフトではANNEX(付属文書)Lが新規追加

【L3.Responsibility】
トランスジェンダー及び性別に多様性のある競技者の検体採取
を行う際には、以下が責任事項となる

◼ 検査管轄機関（TA）は、検体採取機関（SCA）や
DCOに対して必要な情報を確保する責任がある

◼ 検体採取機関（SCA）は、多様性に関するトレーニングを
受けた検体採取要員（SCP）をアサインする責任がある

◼ TA及びSCAは、トランスジェンダーの競技者には、
(競技会に出場登録する性別)と同じ性別のSCPを
アサインする

◼ 性別に多様性のある競技者の検体採取時に競技者が
ADAMSに検体採取時のSCPの性別の希望を記載して
いない場合は、TA及びSCAは、少なくとも異なる性別の
2名のSCPを検体採取時には準備しておく必要がある

【主なポイント】

トランスジェンダーおよび性別に多様性のある競技者に対する変更(ANNEX L)
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【2027年版ISTドラフト】

【L.4 Requirements】

◼ トランスジェンダー及び性別に多様性のある競技者に対する
変更を除いて、通告や検体採取の全ての場面において、
通常の手順で検査が実施されるべきである。

◼ 検体採取機関（SCA）及びDCOは、インテグリティーの
確保に妥協をせずに、変更が必要となった場合には、
変更を行う権限がある。
全ての変更については、文書化される必要がある。

◼ トランスジェンダーの競技者は、競技会に出場登録する性別
と同じ性別の検体採取要員（SCP）に通告されること

◼ 検体採取に立ち会うDCO及びシャペロンは、トランスジェン
ダーの競技者（競技会に出場登録する性別）と同じ性別
のDCO/シャペロンで実施すること

トランスジェンダーおよび性別に多様性のある競技者に対する変更(ANNEX L)

2027年版ISTドラフトではANNEX(付属文書)Lが新規追加

【主なポイント】
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